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捨

胴
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園
債
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子
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官
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給
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税
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-
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宝
博
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4

自
殺
統
計
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-
-
-
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-
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・
・
・
・
法
串
博
士

米
債
ご
関
税
ご
の
開
係
に
就
て
・
・
・
法
皐
博
士

語

眠

常

招

商
品
堆
積
の
理
論
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
経
由
桝
間
帯
士

む
に

1

一
意
義
井
に
標
準
に
就
て
・
・
・
・
・
経
由
藍
壬

マ
ク
ス
ル
の
絶
封
地
代
ご
債
値
法
則
・
経
憐
皐
士

雄
棺

錦
田
町

パ
ン
タ
レ
オ
ヱ
氏
業
績
の
回
顧

メ
ペ
ス
・
新
マ
ル
サ
ス
主
義
・
-
-
-

統
計
拾
穂
抄
・
・
.

京
都
帝
聞
大
事
経
済
早
合
大
曾
記
事

斗
涜

A
掛

r

Mm隣巾川下士

師
帆
晴
仰
山
中
上

法
皐
博
士

大
正
+
阿
年
間
勢
調
査
施
行
令
・
央
業
統
計
調
査
令
・
舶
検
舶
査
規
定
中
ノ
改
正

J則

韓

載
)

紳
戸
'
正
雄

財

部

静

治

河

田

嗣

郎

谷

吉
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小
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幅

太

郎

人
木
芳
之
助

委 財岡松

吉li崎戸] 口

静文孝

員?台規児



サ
ス
主
義
に
閲
す
る
意
見
を
越
ぺ
て
ゐ
て
、
之
が
新
7

V

サ
ス
ナ
一
義
に
閥
す
る
意
見
の
中
で
、
最
も
古
き
も
の

で
あ
る
さ
一
号
A

に
在
る
o

彼
が
新
マ

Y

サ
ス
主
義
者
で

あ
っ
た
こ
ご
を
立
読
す
る
た
め
仁
、
い
つ
も
引
用
苫
れ

る
彼
の
著
書
が
も
う
一
つ
あ
る
。
ぞ
れ
は
一
人
ニ
一
年

に
刊
行
せ
ら
れ
た
何
r
E
g
z
弘
司
色
町
民
自
-
向
。
。
ロ
O
E可

で
あ
っ
て
、
そ
の
労
賃
論
中
に
新
マ
ル
サ
ス
主
義
の
忠

抽
出
が
後
見
せ
ら
れ
る
三
百
ふ
の
で
ゐ
る
。
乍
併
、
こ
れ

等
の
論
者
は
何
れ
も

γ
ヨ
2
呂
町
=
の
片
言
隻
訴
を
引

用
す
る
仁
此
b
、
深
(
彼
の
思
想
の
根
本
を
探
究
し
、

之
を
説
明

L
た
も
の
で
は
な
い
。
然
る
に
他
方
に
於
て

は
、
新
7

U

F

ナ
ス
主
義
者

=
L
て
は

γ自
由
冨
巳
を

全
〈
度
外
椀
し
て
ゐ
る
者
が
あ
る
。
新
マ
ル
サ
ス
主
義

者
Z
し
て
彼
を
度
外
四
四
す
る
者
は
、
ぞ
れ
が
何
故
で
ゐ

る
か
ご
言
ふ
理
一
向
を
少
し
も
説
明
し
な
い
か
ら
.
そ
の

異
意
以
μ
制
度
す
る
尚
も
な
レ
‘
恐
ら
く
は
こ
の
一
一
阪
の

研
究
家
も
、
彼
に
の
O{OロY
其
他
の
論
著
が
あ
る
こ
ご

を
知
ら
な
が
っ
た
の
で
は
な
〈
、
そ
れ
等
に
現
は
れ
た

る
思
怨
は
、
新
マ
片
サ
ス
主
義
之
の
関
係
に
於
て
之
を

見
る
時
は
、
殆
ん
ド
己
問
題
に
す
る
に
足
ら
な
レ
も
の
で

ジ
且
|
ム
ス

-
2
ル
ご
新

マ
ル
サ
ス
主
義

文

規

I判

崎

新
7
u
y
f
λ

主
義
の
沿
革
を
論
争
る
者
の
中
に
は
、

先
づ

γ
E
E
富
山
=
を
奉
げ
て
、
こ
の
主
義
の
展
初
の

唱
道
者
で
ゐ
っ
た

Z
す
る
者
が
あ
る
o

そ
の
理
由
ご
す
』

る
所
は
、
一
入
一
八
年
に
彼
が
何
口
々
の
-
毛
色
面
出
口
E
j

E
E
に
於
て
、
(
い
0

ゲ
ミ
主
言
ム
保
項
の
下
で
新
7

y

訪
中
二
十
一
審

(
第
一
腕
一
二
五
)

五

雑

録

d
L
l
ム

λ

・
ミ
ル
と
新
マ
ル
ザ
ス
主
義

Robinson， V.， Pionccrs Qf Birth Contro1. 1919. p. 18 

Usser， Nco【 Ma1thusianism.1897. p. 7 
Fe> d y• Kunstliche Deschrankung dcr Kindcrzahl. r897. S. 5" 

例へば Stopes，S1.rly品 ysof Birth Control. 1922. 
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(
第
-
一
瞬

一一一六

あ
る
ご
考
へ
た
の
で
ゐ
っ
た
ら
う
。
し
か
し
、
上
に
一
市
れ
る
。
今
‘
般
に
新
7

ル
す
λ

主
義
に
闘
[
て
彼
に
何

L
た
彼
の
諸
論
著
に
は
、
少
な
〈
ご
も
人
口
に
蹴
す
等
か
の
意
見
が
ゐ
っ
た
ご
し
て
も
、
そ
れ
が
河

orzsロ

る
怠
見
の
あ
る
こ
Z
は
明
ら
か
で
ゐ
る
、
ま
た

γ
E
E
一
が
重
要
説

L
た
は
ど
、
新
7

ル
サ
ス
主
義
の
沿
革
上
に

呂
町
己
が
骨
同
時
仁
於
け
る
最
も
過
激
な
る
刷
曾
改
良
家
の
一
重
要
な
る
傾
倣
を
持
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
、
或
は

一
人
に
し
て
、
新
マ
ル
サ
ス
主
義
に
関
す
る
貴
重
な
る
一
金
〈
度
外
樹
上
去
っ
て
よ
い
税
の
倒
伯
[
か
な
い
ー
も
の

文
献

E
5可
色
。
E
E
ι
3
8
p
oご『ぬ]』片山岡
5
1
m
oこ
で
ゐ
る
か
は
倫
ほ
一
段
の
研
究
を
必
要
正
す
る
o
-
』の

唱。吉一防止

S
H∞
む
の
著
過
を
以

τ聞
え
た
る
甲
山
口
m
F
一
小
篇
の
目
的
は
一
』
の
問
題
を
探
究
す
る
に
在
る
o

そ
れ

]
U
F
n
m
z
臨
終
に
至
る
ま
で
、
親
交
を
縦
け
て
ゐ
た
ご
一
に
就
て
何
よ
り
も
肝
腎
な
仕
事
は
、
彼
の
人
口
に
闘
す

言
ふ
事
質
も
あ
る
、
更
に
す
ロ
E

富
山
口
が
九
人
も
の
一
る
文
献
己

L
て
は
如
何
な
る
も
の
が
あ
る
か
を
明
ら
か

子
津
山
で
ゐ
っ
た
こ
正
に
就

τ、
』
印
冨
告
が
北
(
著
に
知
る
事
で
あ
る
。
か
う
言
ム
目
的
に
役
立
つ
手
引
ご

〉
忌
ozo問
日
司
『
可
の
中
で
、
「
新
聞
雑
誌
仁
執
筆
す
る

E
L
τ
は
回

EM
の
』
曲
目
E

E
ロ

r
a
rの
右
に
出
る
も

言
ム
不
安
定
な
牧
入
の
道
を
除
い
て
は
、
他
に
之
Z
言
の
は
恐
ら
(
な
レ
で
ゐ
ら
う
o
何
故
な
ら
ば
ニ
の
著
吉

ム
資
源
も
な
い
境
過
に
あ
h
な
が
ら
、
父
が
結
妨

L
一
は

γBaz--
の
な
的
生
活
を
知
る
上
に
於
て
貴
重

τ、
し
か
も
子
部
山
で
あ
っ
た
ご
言
ふ
事
は
、
義
務
の
一
で
ゐ
る
許
h
で
は
な
(
、
彼
が
一
管

ω筆
に
托
し
て
な

哨
唱
日
九
吋

1
い
唱
官
味
川
川
W
咽
咽
V
Vし

T
H
b
一
宮
山
り
一
ー
し
た
る
思
惣
生
活
の
全
面
を
も
鮮
が
に
記
過

L
て
除
す

力
説
し
た
怠
鬼
ピ
相
官
山
1

る
一
い
ご
斯
〈
の
如
〈
甚
し
き
一
所
が
な
い
か
ら
で
あ
る
o
詳
し
〈
言
ふ
な
ら
ば
、
彼
が

は
よ
も
や
省
b
得
ま
い
。
」
苫
言
う
て
ゐ
る
、
此
等
の
事
一
著
書
ご
し
て
如
何
な
る
も
の
を
刊
行
し
た
か
、
定
期
刊

・
討
を
綜
合
L
て
考
へ
て
見
る
ご
、

γ自
由
民
自
に
は
人
一
行
雑
誌
等
に
は
如
何
な
る
論
文
を
寄
稿
し
柁
か
、
準
曾

口
に
関
し
て
は
勿
論
の
こ
正
、
新
7

ル
ヲ
λ

主
義
仁
開
に
於
て
は
如
何
な
る
意
見
を
主
張
し
た
か
ぜ
言
ふ
ゃ
う

L
て
も
、
何
等
か
の
意
見
か
あ
っ
て
い
、
筈
に
ご
思
は
な
一
』
芭
が
剣

b
符
ら
れ
る
か
ら
で
ゐ
る
。
そ
れ
で
出
巴
ロ

グ
品

l
ム

λ

・5
ル
と
新
ル
ル
サ
ス
五
義

第
二
十
一
巷

鍛

雑

プぐ
) 
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に
従
っ
て
、
守
自
由
冨
己
の
人
口
に
闘
す
る
意
見
及
び

論
著
に
如
何
な
る
も
の
が
あ
る
か
を
調
ぺ

τ鬼
ゃ
う
。

一
入
二

O
年
に
す
自
由
冨
巳
は
同
日
出
血
O

蓮
ご

F
E
E
-
一
問
自
由
。
自
可

Q
与
を
組
織
し
て
、
彼
や
図
。
昭

宏
の
私
宅
に
曾
員
が
曾
合

Lτ
、
し
ば
し
ば
、
経
糖

に
関
す
る
諸
問
題
を
討
論
し
陀
の
で
あ
っ
た
。
回
包
ロ

は
、
そ
の
倶
楽
部
の
初
期
の
曾
員
迷
は
さ
=
が
足
早

H
F
E

の
議
論
に
謝
し
て
猛
烈
な
る
反
劃
論
を
主
張
し
た

の
を
よ
〈
記
憶
し
て
ゐ
る
、
ご
書
い
て
ゐ
る
炉
ら
、
彼

が
人
口
論
に
闘
し

τは
マ
U
F

サ
旦
己
反
謝
の
意
見
を
支

持
し
て
ゐ
た
ご
言
ふ
事
は
容
易
に
知
h
得
ら
れ
る
。
然

し
彼
が
如
何
な
る
帖
に
於
て
如
何
な
る
反
謝
設
を
遁
べ

た
か
Z
言
ふ
-
』
ご
に
就
い
て
は
何
等
の
記
録
も
な
い
か

ら
、
そ
の
蛍
時
の
曾
員
で
な
け
れ
ば
詳
細
の
こ
ご
は

解
ら
な
い
。
其
他
、
彼
が
定
期
刊
行
雑
誌
等
・
例
へ
ば

〉
ロ
止
』
山
内
O
『
山
口
河
内
J
L
m
，F
何

ι
Z『
ロ
『
伺
『
同
型
云
リ
宅
-
国
民
民
ω「

同

2
u
'
p
d〈
2
5一回一
ω古
「
河

Z
2・
k
g
E
E
H
ω
-
F
5
0
4
3

]
U
E
F
E
F
H
O司
定
等
に
掲
げ
た
幾
多
の
論
議
ゆ
中
で
、
重

要
な
る
も
の
は
、
何
れ
も
共
の
論
題
正
其
の
概
要
は
知

-h
，
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
等
の
論
議
の
中
で
、
特
に

雑

まk

ゾ

Z
I
ふ
ス
・
ミ
ル
と
新
司
ル
サ
ス
主
義

人
日
を
論
じ
た
も
の
は
見
嘗
ら
な
い
ゃ
う
で
ゐ
る
む

き
れ
ば
彼
の
人
口
に
閲
す
る
意
見
は
矢
張
り
、
一
入
一

八
年
に
何
日
清
-o宮内山
E

回H
A
訂

E
B
に
於
て
書
か
れ
た

の
o-S可
及
び
一
入
二
一
年
に
刊
行
せ
ら
れ
、
二
六
年
に

第
三
版
を
重
ね
た
開
F
E
E
E
O『
司
O]
在
日
-
開

2
5日可

に
依
っ
て
之
を
探
究
す
る
外
は
な
い
。
そ
れ
で
私
は
、

こ
れ
か
ら
、
こ
の
二
仰
の
論
著
に
基
い
て
、
新
マ
ル

JT

A

主
義
に
闘
す
る
彼

ω意
見
be--
窺
ひ
‘
そ
れ
は
新
マ
ル

ザ
ス
主
義
の
沿
革
上
か
ら
見
て
、
重
要
掛
さ
る
可
吉
一
償

値
を
有
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
、
或
は
全
〈
度
外
訓
腕

L
去
ら
る
可
き
税
の
も
の
で
あ
る
か
を
攻
究
し
皮
ぃ
。

こ
の
の
o
F々
は
仙
慨
が

E
0
1
8
E
F
回
三

E
E

め

に
書
ド
た
七
仰
の
論
文
の
一
つ
で
あ
る

o
n
o
z々

は
序

論
に
於

τ植
民

ω意
義
を
説
明
し
、
本
論
は
二
節
に
分

れ

τゐ
て
、
第
一
節
が
人
口
己
の
閥
係
に
於
て
植
民
を

論
じ
た
る
も
の
、
第
二
節
が
領
土
ご
の
聞
係
に
於

τ植

民
を
論
じ
た
る
も
の
で
あ
る
。
ニ
、
で
問
題
ご
な
る
部

分
は
第
一
節
で
ゐ
る
。
そ
の
中
に
次

ωや
う
な
文
句
が

あ
る
。
「
人
口
の
増
加
を
阻
止
す
る
長
良
の
手
段
は
何

で
あ
る
か
ど
言
ふ
事
は
・
政
治
家
及
び
道
徳
家
が
智
慧

第
二
十
一
巻

(
第
一
一
世
一
二
七
)

t 

ibid. p. 199 
"'/也、 Encyclopcd旧 Britani回 目 Jamcs MiIl白羽にも同様のことが書い
てある。
ζ りじ1司自前文U:I8r6年 か ら 1823年に亘って奇かれたも白亡、 1.Go¥'crn 
ment. 2. Jur:5prudencc. 3. Li bcl~ty of the Press. 4. .Pris?-n5礼ndPrison 
Disciplinι;. • Colony. 6.-Law of Nations. 7. Educat~?n 年より由ってゐ
る。こり内最も布名なりは Go¥'crnmert て.ある。 ζれ等七仰白諭主は Es
says tして列l行されてゐる。
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k 
州

日1-'
a畑、

iiJUI，ー
十f咽!
江羽田t ， 
措掴"，

|島

町

雑

録

ジ
品

l
ム

λ

・
ミ
ル
ー
と
新
マ
ル
サ
λ

主
義

る
o町

第

ー十

巻

f客

観

一
二
λ
)

を
搾
ら
な
げ
れ
ば
な
ら
凶
最
も
重
要
な
る
実
際
問
題
で
一
種
、
一
耽
曾
仁
貧
乏
人
が
増
加
す
る
ご
言
ふ
-
」
ご

あ
る
。
所
が
、
従
来
は
、
不
幸
な
事
に
は
、
ニ
の
問
題
は
、
食
物
の
増
加
以
上
に
人
口
が
増
加
す
る
こ
ご
に
専

を
取
扱
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々
が
何
れ
も
こ
れ
を
ら
原
因
す
る
o

何
故
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
に
は
労
賃
は

回
避
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
育
児
の
迷
信
が
必
然
的
に
下
落
L
・
之
正
同
時
に
生
活
様
準
も
降
ら
F

除
去
苫
れ
、
功
利
の
主
義
が
確
立
苫
れ
る
な
ら
ば
、
問
る
を
得
な
い
か
ら
で
ゐ
る
。
生
活
が
悲
惨
に
な
る
ご
犯

題
は
容
易
に
解
決
さ
れ
や
う
o

そ
し
て
蕊
徳
の
最
も
甚
罪
は
白
か
ら
増
加
す
る
O
L
h
r
し
、
普
通
は
、
労
貨
の

L
V
源
の
一
つ
を
枯
渇
せ
し
む
る
手
段
が
後
毘
き
れ
よ
下
落
、
犯
非
の
増
加
ご
言
ム
現
象
が
級
生
し
て
も
、
そ

う
o
」
正
言
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
文
句
ピ
り
を
議
む
者
は
れ
は
そ
れ
丈
の
こ
己
正
し
て
考
へ
ら
れ
、
そ
の
根
本
原

誰
し
も
彼
が
立
一
献
な
産
児
調
節
論
者
で
あ
っ
た
Z
判
断
闘
は
人
口
の
過
剰
に
ゐ
る
ぜ
言
ふ
ニ
ど
は
痛
戚
せ
ら
れ

す
る
に
鴎
践
し
な
い
で
あ
ら
う
。
き
れ
ば
同

oza。
ロ
な
い
も
の
で
あ
る
o

こ
れ
は
延
世
欧
洲
に
於
て
は
何
れ

の
如
き
も
、

T
E
E
冨
巳
が
新
7

F

す
旦
主
義
の
父
で
の
固
で
も
さ
う
で
あ
っ
た
o

そ
れ
で
犯
罪
者
苫
へ
追
放

あ
っ
た
ど
言
ふ
彼
の
意
見
、
諮
挨
立
て
る
た
め
に
、
こ
す
れ
ば
枇
曾
は
安
全
で
あ
る
正
考
へ
て
、
英
岡
で
も
斯

の
文
句
を
引
用
し
て
ゐ
る
叫
し
炉

L
、
彼
が
こ
の
論
文
〈
の
如
き
楠
民
政
策
を
採
っ
た
の
で
あ
る
o
然
る
に
之

で
直
に
新
7
p
f
1
主
義
を
提
唱
し
た
も
の
か
ど
う
か
に
引
き
答
へ
て
、
古
代
ギ

p
v
ア
で
は
人
口
の
過
剰
は

は
、
全
慌
の
論
旨
を
見
た
上
で
な
り
れ
ば
言
へ
な
い
ご
|
|
人
口
の
過
剰
言
言
ふ
の
は
人
円
の
絶
叫
割
放
に
就

私
は
忠
ム
。
彼
の
意
見
の
概
要
は
か
う
で
あ
る
。
彼
の
て
言
ム
の
で
は
な
〈
、
食
料
ご
の
聞
係
に
於
て
相
謝
的

制
申
借
問
し
た
所
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ

P
V
ア

ω植
民
政
策
仁
定
ま
る
も
の
で
あ
る
ご
彼
は
特
仁
注
意
し
て
ゐ
る
山

は
過
剰
人
口
密
緩
和
す
る
た
め
仁
行
は
れ
た
も
の
で
あ
ー
ー
も
う
ご
直
接
的
に
鋭
敏
に
成
知
せ
ら
れ
る

o
t
言

っ
た
が
、
嘗
時
、
彼
の
時
代
に
於
り
る
英
国
の
植
民
政
ふ
誇
は
、
古
代
ギ
リ
ジ
ア
で
は
努
質
三
百
ふ
も
の
が
な

策
は
犯
罪
人
を
追
放
す
る
た
め
仁
行
は
れ
た
も
の
で
あ
〈
、
食
料
も
生
活
の
た
め
に
購
買
さ
れ
る
の
で
は
な
〈
、

" 

J;:s~ays (Rep口ntedfrom the Supp!ement to EoC)'clopedia Bl'itanica) on 
ColoilY. .p. -l2-J7 
lbicl. p. 18. 
on oHony. p. 14 
ibid. p. 7 
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貴
族
遠
が
奴
隷
を
抱
へ

τゐ
て
、
そ
の
奴
隷
を
産
業
に
ア
¥
植
民
地
に
出
か
り
る
ニ
ご
を
恥
辱
で
ゐ
る
ご
言

使
役
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
牧
獲
が
減
少
す
る
か
、
人
ふ
や
う
な
思
想
を
拾
て
、
そ
し
て
大
局
か
ら
見
て
枇
曾

口
が
急
に
増
加
す
れ
ば
、
直
ち
に
人
口
の
泡
剰
が
切
I

一
会
憶
の
辛
頑
を
招
来
せ

L
め
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
さ
言

正
取
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
u

一
ふ
概
念
を
把
持
す
る
な
ら
ば
、
貧
困
、
犯
罪
等
に
謝
す

U
奨
闘
が
犯
罪
者
を
追
放
し
て
植
民
さ
せ
る
政
策
を
探
一
る
枇
曾
的
不
安
は
岐
本
的
に
解
決
苫
れ
得
る
。
そ
れ
に

つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
一
棒
め

τ某
の
場
あ
た

b
の
治
療
一
は
過
剰
人
日
を
植
民
さ
す
ご
一
言
ふ
こ
ご
ほ

E
有
放
な
解

語
で
白
色
。
犯
罪
者
を
英
図
か
巳
追
放
す
る
-
」
正
仁
よ
一
決
策
は
な
い
ご
彼
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
彼

っ
て
、
英
閣
は
そ
の
犯
附
持
者

ω危
険
が
ら
は
安
全
で
ゐ
一
は
人
口
制
限

ω五
段
ご
し
て
産
児
調
節
法
の
あ
る
こ
ご

h
得
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
犯
罪
融
畿
按
生
の
根
源
を
退
治
一
了
e

L
よ
う
ご
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
政
策
は
決
し
一
在
・
般
に
存
在
し
て
ゐ
る
貧
困
、
犯
罪
、
及
び
突
の
原

て
根
本
的
の
一
も
の
で
は
な
い
。
犯
罪
の
帽
酬
は
貧
乏
に
あ
一
闘
で
ゐ
る
人
口
の
過
剰
を
緩
和
す
る
手
段
さ

L
て
は
、

る
。
貧
乏
の
源
は
人
口
過
剰
に
あ
る
。
こ
の
池
剃
人
口
一
犯
罪
人

ω遁
放
言
言
ふ
姑
息
の
手
段
を
弄
す
る
こ
ご
を

を
制
限
す
る
こ
ど
こ
そ
枇
舎
を
異
に
安
全
に
し
、
辛
踊
一
厳
L
て
、
岡
民
的
植
民
を

VA可
き
こ
ど
を
主
張
し
た

に
す
る
第
一
の
方
策
で
ゐ
る
。
古
れ
ば
こ
そ
前
に
引
用
一
の
で
あ
っ
た
o

そ
れ
で
本
論
文
に
於
て
は
、
伎
の
議
論

し
た
文
句
の
如
(
に
、
如
何
な
る
手
段
に
よ
れ
ば
、
人
十
一
以
新
7

U

F

サ
ス
主
義
に
一
一
言
も
及
ん
で
ぬ
な
い
古
私
は

口
の
過
剰
が
最
も
有
殺
に
制
限
せ
ら
れ
る
か
℃
政
治
一
信
宇
る
O
]
山
岳
宮
O
D

迭
は
、
自
分
注

ω意
見
に
都
合
の

家
乃
至
道
徳
家
の
最
も
重
要
な
る
賃
際
問
題
ご
な
る
の
↑
よ
い
w

文
句
の
み
を
引
用
し
て
、
彼

ω議
論
の
臭
意
を
曲

で
あ
る
o

之
を
解
決
す
る
方
法
は
種
々
あ
る
で
あ
ら
う
一
解
し
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
彼
等
が
引
用
し
た
文
句
の
次

が
‘
楠
民
地
は
犯
罪
人
を
追
放
す
る
土
地
で
あ
る
ご
言
に
つ
』
、
守
回
答
を
要
す
る
唯
一
の
問
題
は
植
民
の
問

ふ
ご
か
、
善
良
な
る
岡
民
は
母
困
に
於
て
の
み
生
活
す
題
で
あ
る
け
。
」
吉
明
ら
か
に
述
べ
て
ゐ
る
彼
の
言
葉
を

雑

金量

ジ

エ

』

ム

λ

・
ミ
ル
と
新
マ
ル
サ
元
主
義

第

卜

持

(
第
一
批
一
ニ
丸
)

}L 
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" 

荊長

ジ
ェ

i
ム
ス
・
ミ
ル
主
新
マ
ル
サ
λ

主
義

鍛

会
f
見
逃
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
打
け
に
で

も
注
意
を
揚
ふ
な
ら
ば
、
彼
の
意
見
を
新
〈
も
曲
解
す

る
謬
に
は
行
か
な
い
I

筈
で
あ
る
。
植
民
政
策
4
6
新
T

Y

サ
λ

主
義
も
人
口
問
題
に
密
按
な
る
胸
係
を
有
っ
て
ゐ

る
勅
に
於
て
は
一
つ
で
ゐ
る
が
、
共
の
態
度
に
至
つ
て

は
本
放
相
容
れ
な
い
ほ
ど
に
相
違
し
て
ゐ
る
芭
思
ふ
。

植
民
政
策
に
於

t
に
人
口
の
繁
殖
は
自
然
の
ま
、
に
委

せ
、
過
剰
を
戒
せ
る
人
口
を
楠
民
仁
ょ
っ
工
蕗
分
し
よ

う
ご
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
7

U

F

す
旦
主
義
は
人
口
の

過
剰
そ
の
も
の
を
防
止
し
よ
う
ぜ
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
新
マ
戸
サ
旦
主
義

ω目
的
は
人
口
の
過
剰
を
防
止
し

よ
う
ご
す
る
こ
ご
以
外
に
も
、
優
生
率
上
の
問
題
及
び

へ
ド
ェ
ズ
ム

ω問
題
が
附
随
し
て
ゐ
る
こ
ご
は
後
段
に

於
て
詑
明
す
る
O
)

き
れ
ば
椛
民
政
策
論
に
於

τ、
新
T

b
F

サ
ス
主
義
に
関
す
る
意
見
が
少
し
も
逃
べ
ら
れ
て
ゐ

な
い
宣
言
ふ
こ
ご
は
、
極
め
て
常
然
の
こ
ご
で
あ
っ

て
、
こ
、
で
そ
れ
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
却
っ

て
奇
妙
で
ゐ
る
ご
3
へ
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
要
す
る

鹿、

V
E
E
冨
巴
は
、
n
c
-
o
白
山
、
に
於
て
は
、
何
等
新

T

W

サ
ス
主
義
に
閲
し
て
彼
の
意
見
を
述
べ
て
ゐ
な
い

1昨

MMM r
h
l
1
v
d
r
i
l
l
 

第
二
十
一
巻

な也市一腕一=一
O
)

一
三

O

ピ
私
は
断
定
菅
る
。

弐
の
問
題
は
同
庁
自
宮
古
色
吋

oEB-
一開。。ロ。自可で

あ
る
o
本
書
は

E
Eえ
o
の
]
V

。一日同

E-
同
日
目
O
B可
H
白
【
品

が
出
版
さ
れ
て
か
ら
六
年
目

ω
一
八
ニ
一
年
に
第
一
版

が
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

E
E
E。
の
著
作
、
共
の

他
、
経
済
品
干
の
論
著
は
何
れ
も
初
皐
者
に
は
難
解
で
あ

っ
た
の
で
、
こ
れ
は
、
彼
が
其

ω子
息
の
』
印
呂
=

に
経
済
学
に
就
て
講
義
を
し
て
澗
か
せ
た
ノ

1
ト
が
基

に
な
っ
て
山
家
た
も
の
で
ゐ
る
O
B

又、し「
E

山
富
山
一
]
は

「
初
め
昔
日
N

れ
た
附
分
に
は
甚
に
右
周
な
書
物
で
あ
っ

た
が
、
今
で
は
併
に
そ

ω朋
を
川
市
し

τし
ま
っ

τゐ
る

「
経
済
噂
刑
袈
」
を
除

ντ
は
.
父

ω著
昔
は
何
れ
い
も
ま

r永
ν
閉
会
然
無
用
に
腕
す
る
一
帯
は
無
〈
云
々
〕
寸
ご
遁

ぺ
て
ゐ
て
、
巴

E
M
g
z
o内
司
。
一
-
民
日
一
開

8
5
E可
は
事

閥
的
債
依
は
極
め
て
乏
し
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
引
払
は
進
歩
せ
る
今
日
の
経
隣
皐
諭
吉
巴

3
2
E

。
同
町
o
z
t
o包
何

2
5
E可
の
亭
閥
的
倒
伯
を
比
較
し
よ

う
ピ
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
〈

L
て
、
営
時
に
於
り
る
彼

の
人
口
、
殊
じ
新
7

片
サ
ス
主
義
に
捌
寸
る
意
見
を
探

究
し
ょ
，
フ
正
す
る
じ
め
る
か
ら
、
本
書
が
初
め
て
一
番
か

石岡、今来N9民共諦.ミル自叡伸、第三ト丸、四「耳、
品三百ゴI十耳、

12) 
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れ
た
時
分
正
一
雄
ら
な
い
重
要
な
意
義
を
有
っ
て
ゐ
る
。

F
E
n町
E
R
n
の

E
E
E
Z。
日
白

ι
P
S
F
。『同町内

噌江口弘司
]

0

0
『
司
。
司
Z
E
E
-
M

が
出
版
3
れ
柁
の
は
一
入

ニ
二
年
の
こ
芭
で
あ
る
か
ら
、
何
-
o
E
E
E
O『町
O}HEnt

F
S
O
B可
に
新
7

W

サ
ヌ
主
義
に
閲
す
る
事
項
が
記
述

さ
れ
て
ゐ
る
ご
す
れ
ば
、
明
日
ロ
n目
的

目

白

no
に
一
年
を
先

ん
ぢ
て
ゐ
る
e

』
ピ
に
な
b
、
彼
は
矢
張
新
マ
ル
サ
ス
主

義
の
父
己
都
せ
ら
れ
得
る
に
足
る
で
あ
一
ら
う
。

私
は
不
幸
に
し
て
、
共
の
第
一
版
を
ど
う
し
て
も
手

に
入
れ
る
ニ
正
が
出
来
な
か
っ
た
。
ヲ
ぞ
れ
で
一
八
二
六

年
の
第
三
版
に
よ
る
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

都
合
の
よ
い
こ
ど
に
は
、
第
三
版
の
序
文
に
よ
れ
ば
、

第
三
版
が
第
一
版
ピ
相
違

Lτ
ゐ
る
貼
は
、
第
二
章
分

配
論
中
の
第
三
節
利
潤
、
第
三
章
交
換
論
中
の
第
二
節

第
一
二
節
の
み
で
ゐ
っ
て
、
こ
、
で
問
題
ピ
な
る
第
二
章

分
配
論
中
の
第
二
節
勢
貨
は
第
一
版
の
n
T
Z
殆
ん
H

と
同

一
で
あ
る
こ
ピ
で
あ
る
o

彼
の
人
口
に
関
す
る
意
見
は

こ
の
勢
賃
論
仁
於
て
後
見
す
る
こ
ご
が
出
来
る
o

北(の

概
要
は
大
健
、
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
o

進
歩
せ
る
枇
曾
で
は
、
崎
労
働
者
E
資
本
家
ご
は
別
側

雑

lIk 

ジ
L
L
1
ム
ス
・
ミ
ル
と
新
マ
ル
サ
ス
主
義

の
人
間
で
ゐ
る
。
そ
札
で
勢
貸
率
は
要
す
る
蕗
、
ニ
の

雨
者
聞
の
需
給
閥
係
に
従
う
て
決
定
さ
れ
る
。
郎
、
も
資

本
量
が
一
定
で
、
労
働
量
が
増
加
す
れ
ば
勢
賃
は
下
落

[
、
融
労
働
量
が
一
定
で
、
資
本
量
が
増
加
す
れ
ば
勢
貨

は
騰
貴
す
る
の
で
ゐ
る
o
人
口
の
増
加
に
比
較
し
て
、

資
本
の
増
加
が
及
ば
な
い
傾
向
が
永
仙
制
す
る
な
ら
ば
、

融
労
働
者
は
弐
第
に
貧
困
に
陥
b
、
そ
の
程
度
に
勝
巳

τ

不
卒
ご
悪
徳
ご
が
増
加
す
る
こ
ご
は
逃
げ
難
い
所
で
ゐ

る
。
そ
れ
か
ら
彼
は
宮
島
r
E
t
同
一
の
湖
断
に
基

い
て
、

l
l冨
包
F
E
の
獅
断
を
無
保
件
で
継
承
し
た

ご
言
ふ
方
が
泊
切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
|

l
資
本
増

加
の
傾
向
は
川
八
日
増
加
の
傾
向
に
遥
か
に
H
A
ば
な
い
ピ

言
っ
て
ゐ
る
山
そ
し
て
人
口
の
増
加
己
資
本
の
増
加
古

を
同
一
漣
度
に
維
持
す
る
た
め
じ
は
、
ど
う
L
て
も
入

籍
的
手
段
が
必
要
ご
な
っ
て
来
る
。
入
品
均
的
手
段
ご
L

τは
こ
う
の
方
法
が
考
へ

ιれ
る
。
北
(
の
一
つ
は
資
本

の
増
加
を
、
そ
の
自
然
的
速
度
以
上
に
早
め

τ、
人
口

の
増
加
の
速
度
正
平
行
さ
せ
る
こ
Z
で
あ
る
。
其
の
二

は
人
口
の
増
加
を
制
限
し
て
、
そ
の
速
度
を
資
本
の
増

加
の
迷
皮
ま
で
引
き
下
げ
る
こ
ご
で
ゐ
る
。
法
律
を
以

第
二
十
一
巻

( 

f軒

並島

V 

Malthusが耕〈の削き命阻止猫断的に打ち立てたものであると主については

阿仁博ゴ「マルサス人口論盟側J担消論叢第二巷第五臓に詳し。
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録

♂
五
l
ム
ス
・
ミ
ル
と
新
マ
ル
サ
ス
主
義

雑

円
!
付
加
価
イ
ー

裁
ニ

f
一
審

(
第
一
誠
一
三
二
)

て
、
之
を
強
制
的
に
遂
行
す
る
た
め
の
主
な
る
方
便

は
、
そ
の
目
的
に
順
路
す
る
者
に
賞
輿
を
贈
与
、
そ
の

目
的
に
違
背
す
る
者
を
関
す
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
子

供
少
な
き
者
に
賞
典
を
贈
b
、
子
供
多
き
者
を
罰
す
る

如
き
之
で
あ
る
。
し
か
し
、
産
児
調
節
の
方
法
を
教
へ

-
ず
し
て
、
期
(
の
如
吉
川
資
制
を
行
ふ
は
不
嘗
で
あ
る
正

岡
崎
に
、
斯
〈
の
如
き
強
制
手
段
を
採
っ
た
か
ら
正
言

っ
て
、
品
持
政
者
が
希
同
捕
す
る
が
如
き
穀
川
棋
を
納
め
得
な

い
ニ
ピ
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
次
に
資
本
を
増
加
せ
し
な

る
強
制
的
手
段

Z
L
て
は
先
ィ
、
節
約
を
奨
励
し
、
脊

修
を
祭
止
す
る
-
』
己
で
あ
る
。
こ
れ
は
強
制
的
手
段
が

巧
妙
に
行
は
れ
き
へ
す
れ
ば
相
常
の
放
果
を
皐
げ
る
こ

乏
が
出
来
る
o
其
他
の
強
制
的
手
段
ご
し
て
は
、
年
々

の
生
産
額
の
一
部
分
を
資
本
仁
繰
入
れ

L
め
‘
之
を
生

産
に
使
用
せ

L
む
る
に
あ
る
o

新
〈
の
如
き
手
段
に
よ

っ
て
、
資
本
の
増
加
は
求
め
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
人
日
は
生
活
資
料
だ
に
増
加
す
れ
ば
、
何
時
で
も

増
加
す
る
傾
向
を
持
つ

τゐ
る
か
ら
、
資
本
の
増
加
を

計
る
こ
ピ
は
、
結
局
の
慮
、
人
口
の
増
加
を
一
厨
烈

L

f
す
る
仁
止
b
、
何
等
の
改
良
も
行
は
れ
た
こ
Z
に
な

ら
な
い
。
人
判
明
が
幸
一
珊
で
ゐ
る
た
め
に
は
、
生
産
の
数

回
市
が
肢
も
荷
利
で
あ
る
一
】
ご
を
必
要
正
す
る
o

生
産
の

放
呆
が
最
も
有
利
で
あ
る
た
め
に
は
、
人
口
の
密
度
を

制
限
し
て
、
毛
の
生
産
じ
要
す
る
崎
労
働
力
を
提
供
し
得

る
限
度
に
止
め
る
こ

F
r必
要
ご
す
る
。

官
自
由
旨
ロ
は
以
上
の
如
く
じ
論
じ
最
後
仁
、
人

類
の
幸
一
酬
は
、
強
制
的
手
段
に
よ
っ
て
、
資
本
を
人
日

正
同
一
速
度
に
増
加
苫
せ
る
こ
ピ
で
は
、
得
ら
れ
る
も

の
で
な
い
こ
ご
、

u
単
一
び
人
口
の
過
剰
は
人
類
の
幸
一
耐
を

減
殺
す
る
も
の
で
あ
る
-
』
ご
を
認
め
る
な
ら
ば
]
こ
~

O

Q

Q

Q

0

0

0

0

0

0

 

で
質
際
上
の
重
要
問
題
は
、
出
産
児
数
を
制
限

1
る
方

法
(
岳
内
口
市
民
国

O
門
口

E
E叶
信
任
命
ロ
ロ
自
『

2
0「
庄
町
門
『
と

を
後
見
す
る
こ
正
で
ゐ
る
山
』
己
結
論

L
て
白
る
。
彼
を

以

τ新
7
w
サ
旦
主
義
者
で
ゐ
る
己
主
滅
す
る
者
は
、

好
ん
で
こ
の
議
後
の
文
句
を
引
則
す
る
叫
こ
の
「
出
産

児
数
を
制
限
す
る
方
法
」
己
言
ふ
目
久
句
も
、
見
方
に
よ
っ

τは
婚
姻
を
延
期
す
る
こ
己
に
よ
る
制
限
で
あ
る
芭
解

耕
す
る
事
も
出
来
る
。
二
十
歳
で
結
婚
L
た
女
よ
り
は

三
十
歳
で
結
帰
し
た
女
の
方
が
懐
雄
期
間
が
短
か
〈
、

彼
の
計
算
法
に
従
つ

τ叩
二
年
間
に
平
均
一
人
の
子
供

ibiu. p. 65・
Robinsun! i~id. p. ~9 
Edg(刊 ort~J James Mill (Palgravc's Dictionary of Political Economy. vol 
V. p. 755) 
ibid; p. -49・1j) 



を
出
産
す
る
ご
仮
定
す
れ
ば
、
前
者
に
比
峡
し
て
後
者
人
銭
的
に
制
限
す
る
方
法
ご
し
て
冨
包
P
E
は
唯
一
つ

は
出
産
児
数
を
五
人

rけ
制
限
し
た
こ
正
に
な
ら
う
。
道
徳
的
抑
制
の
み
を
拳
げ
、
結
婚
す
れ
ば
子
供
を
生
む

し
か
し
斯
く
の
如
く
解
稗
す
る
時
は
、
冨
巳
各
自
の
道
一
外
は
な
い
己
考
へ
て
ゐ
た
や
う
に
解
蒋
し

τゐ
る
人
も

徳
的
抑
制
己
何
等
選
ぶ
所
が
な
く
な
っ
て
仕
舞
ム
o
彼
一
ゐ
る
や
う
で
ゐ
る
が
、
冨
巳
岳
5

で
も
道
徳
的
抑
制
の

は
人
口
論
に
於
て
、
冨
包
P
5
に
劃
す
る
大
反
強
論
者
↑
他
に
、
人
工
的
制
限
の
あ
る
こ
ご
は
如
つ

τゐ
K
Z
怠

で
あ
っ
た
こ
ご
は
院
に
遁
ぺ
た
所
で
あ
る
。
そ
し
1
彼
一
は
思
ふ
。
例
へ
ば
彼
自
身
の
言
葉
に
「
私
は
常
に
、
特

の
人
口
論
の
前
提
に
於

τは
、
冨
山
-
F
E
の
人
口
論
の
一
に
、
人
口
制
限
の
如
何
な
る
人
工
的
及
び
不
自
然
的
方

前
援
を
其
の
ま
、
総
承
し

τゐ
る
事
に
就

ν
て
も
阪
に
一
法
も
排
尿
す
る
云
々
山
ピ
言
っ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
、

述
べ
た
。
彼
が
某
の
結
論
に
於
T
も
出
ω
-
5
5
に
従
う
一
そ
れ
を
知
る
こ
ご
が
出
来
ゃ
う
。
人
口
の
人
工
的
制
限

Z
言
ム
司
』
己
は
有
b
得
な
い
l

。
若
し
結
論
に
於
て
も
十
日
炉
、
必
然
の
要
求
か
ら
、
各
伺
人
の
間
に
賞
行
き
れ
い
つ

け己巳吾
z
m

己
意
見
を
同
じ
〈
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
何
れ
一
、
あ
っ
た
こ
己
は
、
世
界
何
れ
の
闘
に
於
て
も
極
め

τ

の
馳
に
於

τも
昌
巳

pcm
に
謝
す
る
反
封
者
で
あ
り
一
古
い
歴
史
を
も
っ
て
ゐ
る
が
日
ロ
ハ
昌
弘
P
E
に
あ
っ

τ

得
な
い
-
』
正
、
な
る
o
彼
が
人
口
論
の
前
提
に
於
て
て
は
、
人
口
政
策
ご
し

τ、
人
口
を
人
銭
的
に
制
限
す
る

昌
巳
号
E

Z
同
一
見
解
を
取
っ
た
ど
言
ふ
こ
ご
は
争
ふ
一
場
合
に
は
、
道
徳
的
抑
制
の
み
を
奨
附
す
べ
く
、
人
工

俄
地
の
な

ν
事
貨
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
彼
の
結
論
が
一
的
制
限
は
排
斥
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
ご
を
主
張
じ

冨
己
P
E
の
そ
れ
ピ
相
違
し
て
ゐ
る
に
逢
ひ
な
い
さ
吉
一
回
一
た
の
で
ゐ
る
。
反
之
、

γ
E
E
出
告
は
人
口
政
策
ご
し

ふ
推
定
4V-
下
3
v
る
そ
得
な
h
y
o

き
れ
ば
彼
が
こ
、
で
一
て
、
人
口
の
人
矯
的
制
限
に
は
人
工
的
制
限
苧
ぜ
選

「
出
産
児
を
制
限
す
る
方
法
」

t
言
っ
た
の
は
、
所
調
道
一
公
可
き
こ
Z
を
提
唱
し
た
の
で
ゐ
う
た
。
ぞ
れ
故
に

徳
的
抑
制
で
は
な
〈
し
て
、
っ
人
工
的
制
限
の
方
法
」
の
昌
弘
岳
E
の
思
想
を
奮
マ
戸
官
ス
主
義
吉
言
ム
な
ら

意
味
で
あ
る
正
解
す
る
の
が
至
常
で
あ
ら
う
o

人
日
を
ば
、

γ
E
2
呂
ロ
の
思
想
は
正
に
新
マ
炉
サ
ス
主
義
で

難

ジ

ι
l
ム
ス
ミ
ル
と
新
マ
ル
サ
ス
主
義

重品

第
二
十
一
径

(
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一
腕
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3 

雑

鋭

ジ

L
l
ム
ス
ミ
ル
と
新
マ
ル
サ
ス
主
義

か
う
言
ふ
怠
昧
に
於
て
彼
は
最
初
の
新
マ
庁
す

ス
主
義
者
で
あ
っ
た
ご
一
言
一
ふ
こ
ご
は
認
め
得
ら
れ
る
で

あ
ら
う
。
し
か

L
、
今
日
行
は
れ
て
お
る
新
マ
ル
サ
ス

主
義
の
理
論
ピ
質
際
は
、
過
剰
人
口
の
制
限
を
必
要
ご

す
る
場
合
の
み
の
も
の
で
は
な
〈
.
俊
生
率
上
及
び
へ

ド
ニ
ズ
ム
ざ
密
接
な
る
聞
係
を
有
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
彼

ω新
マ
ル
サ
ス
主
義
な
る
も
の
は
、
新
7

F

サ
ス
主
義

ω
あ
る
一
一
聞
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
司
}
ご
を
特

に
注
意
し
て
庇
〈
必
要
が
ゐ
る
。

彼
は
出
産
数
を
制
限
す
る
手
段
ご
し
て
.
人
口
の
人

工
的
制
限
法
を
提
明
し
に
が
、

L
か
ら
ば
如
何
に
し
て

之
を
資
行
す
ぺ
き
か
に
就
て
は
一
ニ
一

-70逃
ぺ

て

ゐ

な

い
。
こ
れ
を
新
マ
ル
4
7
1

主
義
ご
し
て
は
片
手
落
で
あ

る

E-一
員
は
な
り
れ
ば
な
ら
位

ν。
筈
Y

U

サ
ス
主
義
は

特
殊
の
崎
山
能
を
要
せ
守
し
て
、
其
の
賀
行
が
可
能
で
あ

る
り
れ
V
」
も
、
新
マ
ル
ナ
ス
士
J
4

義
で
は
、
そ
の
主
義
を

是
認
す
る
こ
正
、
.
そ
の
手
段
を
賀
行
す
る
こ
正
、
は

各
別
に
存
在
す
る
o

如
何
に
そ
の
主
義
を
是
認
し
て

も
、
そ
の
実
行
方
法
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
結
果
の
み
か

ら
鬼
る
時
は
、
新
マ
ル
サ
ス
主
義
を
否
認
す
る
に
等
L

あ
る
。

第
二
十
一
谷

窃

挽

一
三
四
)

〈
、
共
の
存
在
の
意
義
が
な
〈
な
っ
て
仕
舞
ふ
o

従
っ

て
そ
の
賀
行
方
訟
を
敬
へ
な
レ
新
7

Y
サ
λ

主
義
は
、

新
7

片
サ
ス
主
義
正
し
て
は
極
め
て
幼
雅
な
も
の
で
あ

る
ご
言
は
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
近
時
、
新

マ
戸
サ
ス
主
義
が
異
常
の
勢
力
を
以
て
進
嵐
し
来
た
っ

た
の
は
、
そ
の
宣
侍
に
大
い
に
努
め

τゐ
る
紡
刑
不
正
、

又
一
・
万
で
は
こ
れ
を
迎
へ
入
れ
る
準
備
が
熟

Lτ
ゐ
る

こ
ど
に
も
原
因
L
て
ゐ
る
に
ら
う
が
、
最
近
科
卒
的
知

識
の
大
い
な
る
俊
誌
に
件
。
、
そ
の
賀
行
方
訟
の
進
歩

に
負
ふ
所
も
亦
大
で
ゐ
る
ご
考
へ
ら
れ
る
。
彼
の
時
代

に
は
、
今
H
の
如
量
、
簡
易
な
賞
作
方
法
は
後
見
さ
れ

て
ゐ
な
か
っ
た
。
彼
も
斯
〈
の
如
き
賀
行
手
段
を
知
・
り

得
や
号
筈
が
な
hr

っ
た
。
き
れ
ば
噌
』
毛
、
彼
は
彼
の
力

説
し
た
自
分
の
意
見
に
相
反

Lτ
、
産
児
制
限
を
大
い

に
必
要
正
す
る
励
池
に
あ
り
な
が
ら
九
人
も
の
父
ど
な

っ
て
仕
舞
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
す

E
E
E
=
は
新
7

ル
す
三
士
義
者
で
あ

る
が
三
一
一
一
一
日
ふ
問
に
謝
す
る
私
の
答
は
か
う
で
ゐ
品
。
彼

が
過
剰
人
口
を
制
限
す
る
方
法
正
し
て
、
道
徳
的
抑
制

に
依
色
宇
、
人
工
的
制
限
法
に
依
る
可
き
こ
ど
を
提
唱

匹l

/ 

"糊側最験炉



し
た
貼
に
於

τ、
最
初
の
新
マ
M
Y

サ
1

主
義
者
で
ゐ
る

ご
言
ふ
こ
ぜ
が
出
来
る
。
彼
の
理
論
は
過
剰
人
目
に
劃

す
る
人
口
政
策
に
基
礎
を
置
い
て
ゐ
る
も
の
で
ゐ
っ

て
、
今
日
、
優
生
息
T

及
び
へ
V
Z
J
X

ム
の
上
に
立
ウ
て

ゐ
る
や
う
な
新
守
戸
サ
旦
主
義
Z
は
杢
然
ぞ
の
趣
を
異

に
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
彼
が
人
工
的
制
限
の
寅
行
手
段

に
就
て
一
品
目
も
論
及
し
な
か
っ
た
駄
の
み
に
卸
し
て
言

ふ
な
ら
ば
、
新
守
戸
サ
ス
主
義
の
宣
偶
者
叉
は
質
際
運

動
家
遠
か
ら
、
彼
が
度
外
秘
さ
れ
て
も
、
毛
れ
は
巳
む

を
得
な
い
-
」
正
、
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
で
ゐ
ら
う
。


